
 

 

（情報区分；a 化学物質） 

（取得区分；1 委員会報告情報） 

１）件名 

・WEEE 指令の修正に関する官報公布 

２）内容 

・2024年3月19日、欧州委員会は、WEEE指令2012/19/EUの修正に関する官報(EU)2024/884を公布した。 

・主な修正内容 

  - Article 24aを挿入 

    附属書Ⅲ/Ⅳの4.大型機器から太陽光パネルを外し、新たに太陽光パネルを創設する。 

  - Article 12のParagraph1、3、4の差し替え 

    一般家庭から出るWEEEの生産者の費用負担の保証に関する修正。 

      附属書Ⅰの製品カテゴリーで太陽光パネル以外：2005年8月13日以降上市のWEEE 

      太陽光パネル：2012年8月13日以降に上市されたWEEE 

      附属書Ⅲの製品カテゴリーで附属書Ⅰに含まれない製品：2018年8月13日以降上市のWEEE 

  - Article 13のParagraph1の差し替え 

    一般家庭以外から出るWEEEの生産者の費用負担の保証に関する修正。 

      期日は、Article 12と同様 

  - Article 14のParagraph4の差し替え 

    分別回収マークの表示をEN50419（2006年版）からEN 50419:2022に変更 

  - Article 15のParagraph2の差し替え 

    EN 50419:2022の分別回収マーク適用による上市日の明確化。 

３）SEAJ コメント 

・WEEE 指令への対応に関しては、各社の判断で行ってください。 

４）添付情報・資料 

・なし 

５）関連情報 

・WEEE指令修正官報URL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400884 

６）その他 

・なし 

 

Semiconductor Equipment Association of Japan（制定;2017,8,3） 

 

※法令等の内容全てを解説しているのではなく、独自の見解を含んでおり、その内容を保証するものでは有りません。 

参考情報としてご利用頂き、法令等の内容解釈は、必ず原文にて確認し、各社の判断で対応して下さい。 
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